
中部地方整備局オープンカウンター方式実施要領 
 
（目的） 
第１条 中部地方整備局（港湾空港関係を除く）が行うオープンカウンター方式の取扱い

については、会計法（昭和２２年法律第３５号）、予算決算及び会計令（昭和２２年

勅令第１６５号。）契約事務取扱規則（昭和３７年大蔵省令第５２号）、国の物品等

又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（昭和５５年政令第３００号）、国の物

品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令（昭和５５年大蔵省令第４５号）、

その他の法令に定めるもののほか、この要領に定めるものとする。 
 
（定義） 
第２条 オープンカウンター方式とは、会計法第２９条の３第５項の規定に基づき実施す

る随意契約において、契約担当官等（会計法第２９条の３第１項に規定する契約担

当官等をいう。）が見積依頼の相手方を選定せず、参加を希望する者から提出される

見積書により見積合わせを行い、契約の相手方を決定する方式をいう。 
 
（対象） 
第３条 本要領は予算決算及び会計令（以下「予決令」という）第９９条第２号から第７

号までに規定するもののうち、本方式によることが適当であると認められるものを

対象とする。 
 
（参加資格） 
第４条 本要領に基づくオープンカウンター方式による見積合わせに参加できる者は以下

の資格を有している者であること。 
一 予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 
二 見積合わせの時に中部地方整備局長から指名停止を受けていないこと。 
三 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、

国土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな

いこと。 
 四 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 
五 見積書を提出しようとする案件の見積依頼書等の交付を受けた者であること。 
六 その他見積依頼書等で指定する条件がある場合は、当該条件に適合する者である 
こと。 

 
（見積依頼の方法等） 
第５条 オープンカウンター方式に基づく見積に関する諸条件は以下のとおりとする。 



一 オープンカウンター方式により契約を行う場合の調達案件は、「統一資格審査申請・

調達情報検索サイト（https://www.chotatujoho.geps.go.jp/va/com/ShikakuTop.html）
により公開し、参加を希望する者が電子調達システム（ＧＥＰＳ）より見積依頼書及

び仕様書等をダウンロードすることをもって見積依頼とする。 
なお、当面の間は希望があれば仕様書等を電子メールにて送付する。 

 
（見積等） 
第６条 見積書の提出は、本実施要領及び仕様書等を熟読の上、提出すること。 

２ 見積書に記載する事項は下記のとおりとする。 
  一 調達件名 
  二 見積金額（総合計額及び品目内訳があるものは品目ごとの単価、消費税及び 
        地方消費税を含めた金額を記載。） 
  三 見積書提出日 
  四 住所、社名、代表者氏名、代表者印（押印を省略する場合は見積書の余白に「本

件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。） 
  五 宛名（※見積依頼書に記載） 
  見積書の書式は任意とする。 
３ 見積書の提出は代表者印の押印がある場合は、持参又は郵送（書留郵便に限る）ま

たは、信書便によるものとする。代表者印の押印を省略した場合は、前記に加えて電

子メールにより提出することができる。 
４ 見積合わせは、見積依頼書に記載された日時に行う。その際、見積参加者の立会い

は省略する。 
 ５ 受注者となるべき見積をした者が２人以上あるときは、契約担当官等が指定する日

時及び場所において、当該見積をした者にくじを引かせて受注者を決める。当該見積

をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって見積事務に関係のな

い職員にくじを引かせる。 
６ 提出された見積書のうち、予定価格の制限に達した価格の見積が無い時は、見積に

参加した者に対して、再度の見積書の提出を求めることがある。 
７ 見積に際し、納入等を行う物品について、指定した規格等と異なる規格（後継品若

しくは同等品）で見積を行う場合には、見積書の提出前に契約担当課まで申し出るこ

と。 
８ 提出された見積書は、開封前も含め返却しないこととする。見積者が連合し若しく

は不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合に

は、見積書等を公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。 
９ 見積書の提出期限までに見積書を提出する者がいない場合は、オープンカウンター

方式を取りやめ、別途選定した者に見積を依頼し、見積合せを行うことがある。 
１０ 見積依頼書及び仕様書等に対する質問がある場合においては見積依頼書に記載の問

https://www.chotatujoho.geps.go.jp/va/com/ShikakuTop.html


い合わせ先へ電子メール等にて提出（様式自由）すること。また、提出後は電話にて

必ず着信確認すること。なお、質問書に業者名を記載するなど、他の参加者に自社の

参加が知り得る状況となる質問を行わないよう、留意すること。 
質問に対する回答は電子調達システム（ＧＥＰＳ）の調達資料ダウンロード機能（電

子調達システムが使用できない場合は、電子メール等）にて回答する。 
 
（見積書の無効） 
第７条 次のいずれかに該当する見積書は無効とする。 
 一 参加資格を有しない者の提出した見積書 
 二 同一人が見積った金額の異なる２通以上の見積書 
三 見積書の提出期限後に提出された見積書 

 四 件名、金額、氏名、押印（押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・

連絡先の記載が無い）等見積書に記載を必要とする事項について記載されていない見

積書又は、誤字・脱字等により意思表示が不明瞭な見積書 
 五 金額を訂正した見積書 
 六 仕様書やその他見積に関する条件に違反した見積書 
 
（見積合わせの結果通知） 
第８条 見積合わせの結果通知は、見積書の提出期限以後概ね１～２日中に行う。 
    結果は、見積書提出者にのみ電子メールにて通知する。 
 
（異議の申立て） 
第９条 見積をした者は、見積書提出後、契約関係図書及び現場等についての不明を理由

として、異議を申し立てることはできない。 
 
（その他） 
第１０条 見積書作成及び提出等にかかる費用は、全て見積参加者が負担するものとする。 
  ２ 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
  ３ 都合により見積合わせを取りやめることがある。 
  ４ 本実施要領に定めのないその他の取扱いについては、中部地方整備局随意契約見 

積心得によるものとする。なお、中部地方整備局随意契約見積心得は下記ＵＲＬにて

公開しているので、見積参加者は熟読の上見積すること。 
https://www.cbr.mlit.go.jp/contract/kokoroe/index.htm 
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